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１．はじめに

　日本では，1985年に「労働者派遣法（1）」が施

行され，正社員やパート労働者に加えて「派

遣労働（2）」という新しい労働形態が認められ

るようになった。「派遣労働」は，情報技術

（Information Technology）革新によって不足し

ていた尖端技術者など，当初は13の業務からス

タートしたが，次第に対象業務を製造業や一般

事務にまで拡大した。派遣を含む非正規労働

者の増加は，日本経済の発展に大きく貢献し

た「企業と社員の一体感」，「終身雇用」や「年

功序列」という調和的・安定的な制度を破壊

し，経済の低迷期に入ると，「人件費圧縮」の

ための「雇用調整」として専ら企業側に有利な

労働力確保の形態として重宝されることになっ

た。「賃金」や「雇用期間」などの雇用条件が

正社員に比して不利となる非正規労働者の増加

は，「ワーキングプア―」という社会現象を産

み出し，貧困の増加と世代間連鎖による社会格

差の増大が懸念されてきた。現在では全労働者

の約３割，1,721万人が非正規の労働に就いてい

る（3）。

　多様な働き方が出現した頃と同時期に，ボラ

ンティア行為の目的を，「慈善」すなわち富者

から貧者あるいは健常者から障害者への一方的

な贈与行為と考えることから，「互酬性」すな

わち「自己啓発」あるいは「自己実現」のため

と思料する人が増え，「ボランティア」の世界

でも善意にもとづく無償ボランティアに加え

て，活動に対価が支払われる「有償ボランティ

ア」という働き方が出現した。阪神淡路大震災

後の1998年には，市民の声の結集から「NPO

法（4）」が制定され，ボランタリーな社会活動団

体はNPO（Non Profit Organization＝非営利活

動団体）法人として法人格を獲得できること

になった。認証法人数は右肩上がりで増加し，

2009年のNPO法人認証数の類計は38,997とな

り（5），文字通りNPOは市民社会の中核的存在

となった。収益事業を行うNPOでは，無償の

ボランティアの他に，有給の職員や有償ボラン

ティアも働いているが，2009年には約10万人の

有償ボランティアが存在していると推定されて

いる（6）。

　有償ボランティアは，無償を基本とするボラ

ンティア行為と貨幣を媒介とする労働行為との

中間的な働き方，言い換えると市民セクターに

軸足をおきながら市場セクターの交換原理を加
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味した無償と有償との中間的な労働形態であ

る。有償ボランティアは現行法に規定がないた

め，｢労働者保護」の観点から問題視されてい

る。有償ボランティアの抱える問題点を考えて

みたい。

２．労働，仕事，ボランティア

２－１　労働，仕事，ボランティア行為の関係

　ギデンス（Anthony Giddens）によれば，「労

働とは，有償であろうと無償であろうと，人び

との必要性を充たす物品（財）やサービスの生

産を目的とする精神的・肉体的な奮闘を要する

課業の遂行である，と定義できる。職業，つま

り，仕事は，一定の賃金や給料と交換するこ

とで為される労働である」［Giddens 2008: 741-

742］。「私たちは，多くの場合，労働を，有償

の仕事と同義と考え，‘失業’を包含する概念

とみなす傾向があるが，実はこれは過度に単純

化された見方である。無償労働（家事や自分の

車を修理するような）は多くの人々の生活にお

いて大きな部分を占めているように見える」と

し，労働のなかに有償労働と無償労働があり，

「慈善団体やその他の組織でのボランタリーな

労働（活動）は，重要な社会的役割を担ってい

る」［Giddens 2008: 741］として，「家事労働」

の他にボランタリーな労働を無償労働の範疇に

分類している。

２－２　古代ギリシャの労働

　古代ギリシャでは，人間の活動とか労働は，

プラクシス（行為・実践）とポイエシス（制作・

仕事）の２種類があるとされ，「職人の労働は

テクネー（職人的制作）あるいはポイエーシス

（芸術家の制作）であって，それは事物を制作

する隷属的な肉体労働である」［今村  1998: 8］。

それに対し，「アリストテレスは，この『プラ

クシス』という仕事は，公に奉仕する仕事だと

言っている。つまり，具体的には，都市国家（ポ

リス）のために，行政の仕事をする，あるいは，

兵役に従事して国を守るのが『プクシス』だと

いうわけである」［山崎  2001: 40］。プラクシス

は，現代でいうところの「ボランティア活動」

である。「古代ギリシャ・ローマでは生産活動

より余暇生活，しかも『高貴なる閑暇』が重視

され，テオーリア ―― 事物を客観的に観察し

歩くこと，観想的な生活態度，英語のセオリー

はこれに由来する ―― が最高の行為とされて

いた」［田村  2000: 266］。その下位にプラクシ

ス，そして労働は最下位に置かれていた。「狭

義の労働は，もっぱら，おしつけられ，受動的

に耐えながらなさねばならぬこととして理解さ

れた」［清水  1982: 27］。

２－３　近代化による労働者と賃金の出現

　産業革命期に農村から都市に流入した無産者

は浮浪者または乞食同様の貧民であった。貧乏

は犯罪，浮浪者は犯罪予備群とみなされたの

で，国家はその対策として，「矯正院」「救貧

院」などと呼ばれる労働収容所に貧民を収容

し，懲罰としての労働を強制した。そこで，収

容者たちは，厳格に組まれた時間表にしたがっ

て強制労働に就き，賃金を得た。近代以前には

なかった時間を単位とする労働の観念が誕生す

ることになった。「この賃金労働という概念が

成立して初めて，報酬を支払われる労働とボラ

ンタリーな労働が分かれることになった」［山

崎  2001: 39-41］。

　また，殆ど刑務所に近い強制労働施設への隔
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離は，行政の観点からすると一種の救貧制度で

あった。貧民救済は，国家による救貧制度とは

別に教会による「慈善事業」があったが，新興

の名士たる「ジェントルマンの生活信条と徳行

が雛型となり，18世紀から19世紀にかけ，市民

活動のエートスが各地に広がっていった。この

エートスが『ボランタリズム』といわれる」［田

村編  2009: 56］。

２－４　人間的に生きることへ

　商品経済の発展と初期資本主義の興隆には多

くの労働力を必要とし，労働の重要度が増し

てきた。「余暇（オティウム）から多忙（ネゴ

ティウム，ビジネス）へ，無為（デズーヴルマ

ン）から勤勉（インダストリー）へ，社会の精

神的軸心が移動したのである」［今村  1998: 8］。

フランス革命では無為と怠惰の象徴としての王

侯貴族が弾劾され，かわりに労働し生産する産

業者（手仕事をする人）が賞賛されるようにな

り，勤勉と労働の喜びが賞賛されるようになっ

た。しかし，労働を人間の本質とするような思

想は，ブルジョワ階級にとっては喜ばしいもの

であっても，不健康な長時間労働を強いられ，

余暇をもてない労働者にとっては苦痛以外のな

にものでもなかった。

　20世紀アメリカでは，フォーディズムに象

徴されるような大量生産・大量消費の時代と

なり，労働者はベルトコンベアに支配される

工場の単純労働に就いたが，代償として，高賃

金と短時間労働を獲得した。経済的・時間的余

裕は労働者階級にも人間的に生きることを可能

にし，コミュニティ問題への活発な関与を促し

た。パットナムによれば，1960年代以降30年間，

市民活動による社会関係資本が低下するなか

で，ボランティア活動や自助サポートグループ

などは増加しているとされている。

　日本では高度成長期には「猛烈社員」がもて

はやされたが，70年代後半から飽和経済に入る

と人間らしい生き方を求めて，地域コミュニ

ティ問題への関与やボランタリーな社会活動に

目を向けるようになった。日本では，福祉国家

をめざすことと並行してボランティア活動が国

家によって奨励されたが，市民による社会共助

の活動として根づいたとされるのは，1995年の

阪神淡路大震災後，NPO法成立をまってであ

る。

２－５　現行法と労働形態

　「予め契約によって報酬額が定められている

行為」（＝有償労働）は労働法上の「労働」か，

民法上の「請負（7）」や「委任（8）」に該当する。

対価の約束がなく行為者の一方的な好意に基づ

く無償労働（＝ボランティア行為）に該当する

のは，日本法では民法上の「事務管理（9）」であ

るが，アメリカ契約法では法律による保護を受

けることができない（10）。

　労働法上の労働者については，「典型的」な

雇用形態である正社員以外にも，契約社員，

パートタイム労働者，派遣労働者など，いわゆ

る非正規労働といわれる働き方があり，それぞ

れは労働基準法などの労働関連法令，パートタ

イム労働法（11），労働者派遣法（12）などに規定さ

れる。

　近年，民法上の「請負」や「委任」を契約の

基礎とする「構内労働」といわれる労働形態が

工場など単純労働の職場で増加している。こう

した働き方は，労働法や社会保険法関連の法令

の適用を免れるためだけであって，実質上「派
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遣労働者」と変わらない事例が多い。派遣労働

者よりも安価な労働力となることから，「偽装

請負」として問題視されている。

　他に，外国人研修生・実習生，シルバー人材

などの労働形態があるが，制度そのもの，賃金

や労働条件などについて問題点が種々指摘され

ている。外国人研修生・実習生については，国

家の移民政策との関係から，法令に基づく制度

ではなく，財団法人国際研修協力機構（Japan 

International Training Cooperation Organi-zation）

が運営にあたっている。シルバー人材センター

での労働は「高齢者等の雇用の安定等に関する

法律」に規定されているが，労働契約は「雇用」

ではなく，「請負」，「委任」による。

　有償ボランティアについては行為を規定する

法律が存在しない。ボランティアか否かは本人

の意思にかかるところが大きく，現行法上の労

働者に該当するか否かは賃金の額だけでは判断

し難い。個々の事例から「偽装ボランティア」

か否かを判定しなければならない。

３．有償ボランティアとは

３－１　NPOでの労働と有償ボランティア

　厚生労働省の調査（13）によると，一NPO法人

あたり平均17人が就労しており，有給職員は

4.89人（約29％），有償ボランティアは3.34人

（約20％），無償ボランティアは8.4人（約49％）

となっている。

（1）有償労働

　雇用契約にもとづいてNPOで働く有給の職

員は一般の労働者となんら変りなく，フルタイ

ムなのかパートタイムなのか，それは各々の雇

用形態による。ただし，一般企業に比較すると

明らかに給料は安い（14）。

　NPOが通訳や翻訳など特殊な技能をもつ人

を必要とする場合，多くは請負契約による。報

酬は一般相場より低いことが多いが，それは有

償ボランティアとしての問題ではなく，請負契

約の内容の問題である。

（2）無償ボランティア

　無償のボランティアとNPOの間には契約関

係は存在せず，団体（＝コミュニティ）内部の

相互扶助契約であるから，債権・債務関係は成

立しない。したがって，無償のボランティアの

労働はNPOへの寄付行為となる。

　無償のボランティアであっても，交通費や活

動にかかる実費をNPOから支給されることが

多い。しかし，会費をはじめ，資料や教材費，

お茶菓子代など，自前で調達した費用はすべて

NPOを支えるための寄付行為となる。

（3）有償ボランティア

　有償部分の契約をどうみるかによって労働者

となるかボランティアとなるかは異なる。

　NPO法人で働く有償ボランティアは全体の

約２割に及ぶが，有償ボランティアはNPOだ

けでなく，地方公共団体や一般企業でも存在す

る。一般的には低賃金であるが，必ずしも低賃

金といえないものもある。

　介護施設のボランティアや学童保育ボラン

ティアなどの場合，時給500円とか日当3,000

円というような低額な金額が支給されている。

NPO以外，社会福祉協議会などの公益団体や

地方自治体でも有給職員にかかる経費節減のた

めに有償ボランティアを募集している（15）。

　ボランティアとして働いた時間を点数制に換

算あるいは切符を発行して，時間預託を基本と

して相互にサービスを提供しあう，｢ニッポン・

アクティブ・ライフ・クラブ（NALC）｣ や「さ
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わやか福祉財団」のような有償ボランティア団

体があり，ここでのサービス提供者は有償ボラ

ンティアである。

　青年海外協力隊員や国連ボランティアなど，

一定の期間を定めて発展途上国へ赴任するボラ

ンティアは身分保障があり，教育訓練費用，渡

航費のほか派遣先での生活費と帰国後の報奨金

が出る。

　食品や化粧品のモニターも有償ボランティア

といえる。行為の割には高い報酬を得られる

が，健康被害を受けることがある。謝礼をも

らって新薬の実験台になる「治験」に参加する

ことも有償ボランティアといえるが，体を張っ

てするものだから，死に至ることもある。

３－２　有償ボランティアの生成過程

　有償ボランティアは，工業化による経済発展

が世界と比肩できるようになった70年代半ばに

誕生した。主に家事労働力の不足を補うためで

あり，以下の２つが発生の流れである。

（1）ボランティア意識をもつパートタイマー

　1970年代後半から高齢化が進展する一方で，

核家族や女性の社会進出により，家族による老

人介護が困難な状況になっていた。その結果，

高齢者の公的な福祉サービスのニーズが増加し

たが，厚生省はその対応に応じきれず，1980年

代半ばから社会福祉協議会を通じてボランティ

ア振興に力を注ぎ，社協は家事援助などの在宅

福祉サービスを開始した。在宅福祉サービスに

は多数の担い手を必要としたが，無償のボラン

ティアを多数確保するのは困難で，一定数を安

定的に確保するためには「有償」にせざるを得

なかった。多数のボランティアを確保するため

には交通費や時間給などパート労働に近い金額

を提示しなければ戦力となる人材を確保できな

い。また，サービスを受ける側からしても，家

政婦を雇うほどの金額は出せなくても，いく

らかの金銭を支出する方が気楽だという声が

上がっていた。そこで，多くの場合，最低賃

金以下に設定された金銭が支払われることに

なった。ここでの有償ボランティアは「ボラン

ティア意識をもつパートタイマー」と言えるが，

2000年の介護保険法の施行によって，「訪問介護

員」という職業となって，市場労働に参入した。

（2）地域通貨による相互扶助団体

　戦後の工業化社会は都市への人口集中と農漁

村の過疎化をもたらした。隣同士であっても交

流のない人同士が住む都市での生活も老人が取

り残された農漁村での生活も，どちらも共同体

内部での相互扶助はなく，突然の病気や非常時

における家事労働力の必要性を痛感した。そこ

で誕生したのが時間預託を基本とする会員組

織による有償ボランティア団体である。ボラ

ンティア団体を会員によるコミュニティと考

え，家事労働に費やしたボランティア労働の時

間をコミュニティの発行するチケット（一種の

地域通貨）に換算し，そのチケットは後日ボラ

ンティア労働を受ける際に使用することができ

た。こうしたコミュニティ形成と地域通貨によ

る相互扶助団体においては，外部に対しては事

業展開をはかったり，地域通貨と国家の通貨と

の互換性を持たせるなど，いくつかのバリエー

ションがあり，コミュニティの規模拡大，会員

の増加，ボランティアの安定的供給に応えるた

めに，様々な工夫がなされている。

　①　ボランティア労力銀行

　　　相互扶助＋外部へのボランティア活動

　1973年に大阪ではじまった「ボランティア
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労力銀行」（創始者水島照子さん）は会員内部

の互助組織（労力の交換）＋外部への無償のボ

ランティア活動を２本柱としていた。相互扶助

は，「時間を単位とする労力の交換（提供した

ボランティア労力に対する，時間を単位とする

地域通貨の支払いと，その地域通貨を使って必

要とするボランティア労力の提供を受ける仕組

み）であった」［堀田NET提言福祉・NPOボ

ランティア  2006年７月12日］。

　②　有償のホームヘルパー派遣団体

　　�　外部への有償ボランティア派遣＋内部で

の地域通貨による相互扶助

　日本で「有償ボランティア」という働き方が

出現したのは，寝たきり老人をかかえて困って

いる（会員外の）家族へホームヘルパーを「謝

礼金」程度で派遣した，後に「住民参加型在宅

福祉サービス団体」と呼ばれるボランティア団

体からである。1981年に東京都練馬区で「くら

しのお手伝い協会」，翌年に神戸市で「神戸ラ

イフケアー協会」，また同年高松市において「香

川県老人問題研究会」（有償活動は85年から）

などがスタートした。

　ここでは，会員外へのホームヘルプ活動を

「有償ボランティア労働」として時間預託し，

後日自分が必要になったとき引き出してサービ

スを受けることができるという，外部への有償

ボランティア派遣＋内部での地域通貨の採用に

よる相互扶助を２つの柱としている。

　「くらしのお手伝い協会」では，低額の奉仕

料（１時間あたり600円）のうちの40％は有償

ボランティアが地域通貨として貯蓄し，残りは

団体の運営費に充てた。現在の継続的な事業を

ともなうNPOの原型がみられる。

３－３　有償ボランティアの報酬金額の設定

　パートタイマーの時間給に近い料金で家事

サービスを提供する有償ボランティアは，既存

の職業である「家政婦」の職域を脅かすことに

なった。家政婦協会から「有償ボランティア団

体は職業安定法に違反するとして告発された」

こともあって，有償ボランティアの報酬は地域

の最低賃金以下に設定されるようになった。ま

た，「謝礼金が当該地域の介護又は家事援助労

働者の賃金の平均的相場又は非常勤の公的ホー

ムペルパーの時給のいずれか低いものの５分の

４未満である」時は，有償ボランティアのあっ

せんは有料職業紹介事業に当たらない」とし

て，労働省職業安定局雇用政策課と合意した」

［「堀田力のふれあい談義」2004. 5. 4］。

３－４　�NPOにおける有償ボランティアの仕

事と報酬

　有償ボランティアは，どんな人たちがどうい

う意識をもって働いているのかなど，「NPOを

働く場として捉えた時に，企業などの職場と何

が違うのか，人々はどのような意識で活動して

いるのか」，その実態を研究した報告書（2006）

が，労働政策研究・研修機構から出されてい

る。

　第４章［109～113］によると，「有償ボラン

ティアは，助け合い活動やイベントの手伝いと

いった『現場での活動』を行っている割合が

35.6％と最も高く，次に『専門的な仕事』と『補

助的な仕事』が続く」。また，「正規職員と無償

事務局ボランティアの仕事は，組織全体や個々

のプロジェクトの企画運営，会計・経理，行政

や企業との連携といったNPO運営の中枢を担

う仕事を行っている」が，有償ボランティアの
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仕事内容は「正規職員や無償事務局ボランティ

アに比べると定型的で補助的な業務での割合が

高くなっている」。有償ボランティアの活動時

間については，「有償ボランティアの４分の１

が月50時間以上活動している。月50時間とは１

日６～７時間，週２日程度の活動になる」。「有

償ボランティアの１ヶ月あたりの活動時間は非

正規職員の半分にあたる」。「有償ボランティ

ア（一般スタッフ）の謝礼では『現金や現金化

できる謝礼の支払』が最も高く約６割が該当

した」。「経費では『実費の支払』（27.1％）が

『一定額支払』（21.2％）を上回っている。「有

償ボランティアに対する支払は，『謝礼のみ』

が42.4％，「経費のみが29.2％」，「謝礼と経費

18.4％」となっている」。

４　有償ボランティアは労働者か

　インターネットを開いて「有償ボランティ

ア」と検索すれば，パートタイム募集広告とな

んら変わるところのない「有償ボランティア募

集広告」をいくつも目にする。何が有償ボラン

ティアと現行法上の労働者を分けるのだろう

か。

４－１　労働者の定義

　法律に規定されている定義をみると，「労働

者」とは労働基準法第９条に「職業の種類を問

わず，事業又は事務所（以下「事業」という。）

に使用される者で，賃金を支払われる者。」と

されており，「労務提供の形態を実質的に考慮

して使用従属関係が認められる場合には，契約

の形式が請負・委任等の要素を含むものであっ

ても労働基準法上の労働者に該当する。」（福岡

地小倉支判昭50. 2. 25）。「雇用契約に基づくこ

とを要件とせず，事業主の指揮監督に従って労

務給付をなしているか否かによって決すべき」

（鹿児島地判昭48. 8. 8）である。

　また賃金とは，労働基準法第11条で「この法

律で賃金とは賃金，給料，手当，賞与その他名

称の如何を問わず，労働の対償として使用者が

労働者に支払うすべてのものをいう。」とされ

ている。

４－２　有償ボランティア契約をどうみるか

　労働行為を現行の法制度に照らしてみると以

下の３つに大別できる。一つは指揮監督にした

がって労働の対償を得て働く人は労働者であ

る。労働者は憲法や労働基準法等に規定され

（民法の「雇用」は機能しない部分が多い），そ

の権利を保護され，最低賃金法で賃金の最低額

が定められている。二つ目は一定の仕事の完成

をして報酬を得る契約関係は民法上の委任や請

負に規定されている。三つ目は対価を得ること

を目的としない無償ボランティア行為は法律の

外におかれていて，法律による保護も制限も受

けない（事務管理を除く）。

　さらに２者（有償ボランティアがNPOで働

く場合）あるいは３者（有償ボランティア団体

のようにNPOとサービス依頼者とサービス提

供者の３者がいる場合）の関係をどうみるかに

よって，以下に大別できる。

　①　 NPOと有償ボランティアの２者間にお

いて，「有償ボランティア契約」を労働

契約とみれば，NPOと有償ボランティ

アは使用者と労働者の関係になる。

　②　 NPOと有償ボランティアの２者間にお

いて，「有償ボランティア契約」を請負

契約とみれば，NPOと有償ボランティ
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アは注文主と請負事業主の関係になる。

　③　 NPO，サービス提供者，サービス依頼

者の３者の関係を業務請負関係とみれ

ば，NPOとサービス依頼者の関係は業

務請負契約による請負事業主と注文者の

関係である。NPOとサービス提供者の

関係は上述の①か②である。但し，サー

ビス依頼者とサービス提供者は指揮命令

関係にたたない。

　④　 NPOとサービス提供者，サービス依頼

者の３者の関係を労働者派遣関係とみ

れば，NPOとサービス依頼者の関係は

派遣元事業主と派遣先事業主の関係であ

り，NPOとサービス提供者は労働契約

にもとづく使用者と労働者の関係にな

る。派遣先事業主は派遣労働者に対して

指揮命令関係にたつ。

　有償ボランティアは，現行法に照らせば，上

述のいずれかに該当するが，有償ボランティア

が労働者と認定されるか否かは，勤務状況，指

揮命令関係などについて個々具体的に検討する

必要がある。労働時間，仕事内容など，職場内

で他の有給労働者と同じような労働形態であっ

た場合は，有償ボランティアが「最低賃金に満

たないことをもって訴訟を起こせば」，労働者

として認められ，最低賃金が保証される勝算は

高い。なお，介護保険法のヘルパーは労働者に

該当するという通達がある（16）。

４－３　流山事件

　「有償ボランティア」について，一つの指針

となる判決が存在する。通称流山事件（17）と呼

ばれるものである。

［事例と判断］

　千葉県流山市のNPO法人流山ユー・アイ

ネットが行う「ふれあい事業」と呼ばれる会員

相互の有償ボランティア事業に，所轄の税務署

長が課税し，それを不服として提訴したもので

ある。一審，二審とも原告の請求は棄却された。

　判決によると，「ふれあい事業」は貴重なボ

ランティア活動ではあるが，税法に照らしてみ

ると請負業であり，サービス利用会員の負担額

はサービスの対価であって，NPO法人とサー

ビス依頼者の関係は業務請負契約にもとづく業

務請負事業主と注文者の関係である，とされ

た。有償ボランティアが労働法上の労働者にあ

たるかの判断は回避されたが，税法上の労働者

と判断された。原告側は，（サービス提供部分

のうちの謝礼部分である）時間預託部分につい

ては「自然債務（18）」であると主張したが，運

営規則の文言から裁判所は債権性があると解

し，（サービス提供部分のうちのNPOへの寄付

分は）剰余金として法人税法課税の基礎とされ

た（19）。結局のところ，NPO法人での剰余金の

処理の問題と有償ボランティアというグレイ

ゾーンの働き方の問題は未解決である。

［有償ボランティアと時間預託の分離］

　判決の結果を受け入れて，さわやか福祉財団

は，「関係有償ボランティア団体に対し，時間

預託と有償ボランティアを切り離すようアドバ

イスすると共に，有償ボランティアにおける謝

礼金も，支払うか否か及び額を任意にするよう

アドバイスした。多くの団体が，そのラインで

運営を改めている。」（「提言・福祉・NPO・ボ

ランティア｜（堀田 . NET  2008. 4. 8）。

　時間預託部分と有償ボランティアを切り離す

ことによって，NPOへの寄付部分が剰余金と
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みなされて法人税課税の対象とならないように

し，全体の構図を純粋な「時間を通貨とする会

員相互のボランティア活動」であるとしたいか

らであろう。また，有償ボランティアへの支払

いを任意にすることは，有償部分は対価ではな

く謝礼金であるとして有償ボランティアが労働

者とみなされることを避けたいからであろう。

５．有償ボランティアの問題点と解決へ
の提案

　有償ボランティアと一口に言っても，「偽装

ボランティア」に近い働き方から，単発の「現

場活動」のような働き方もあって，一様に定義

することは難しい。労働実態と双方（NPOと

活動者）の真の目的を見極め，その上で「有償

部分」をどう考えるかということになる。

５－１　有償ボランティアの提起する問題

（1）有償ボランティアは労働形態の一つ

　有償ボランティアは家事労働のヘルパーとし

て誕生したが，介護保険法の施行によって「訪

問介護員」という介護の専門職が誕生し，従前

の有償ボランティアの多くが有償の職業に転身

した。さわやか福祉財団の調べによると，2006

年５月時点で，有償ボランティア団体は2,766，

その中，時間預託を採用している団体は387団

体である。介護保険法制定後，団体数の伸びは

頭打ちになっている［堀田 . NET  2006. 7. 12］。

　一方，NPO法人で働く人の約２割が有償ボ

ランティアであり，NPO法人の認証件数が増

加するにつれ，その数も増加している。今や，

有償ボランティアは，訪問家事ヘルパーに限ら

ず，NPOの業務一般にわたり，ある程度の戦

力として組み込まれている。

　2003年に「指定管理者制度」が施行されてか

らは，国や地方自治体が委託する公共事業，委

託事業に民間企業やNPOも参入することが可

能になった。入札・受託には何よりも安い委

託料で請け負うことが要求され，そのため受託

業者は人件費の削減に工夫を凝らすことで収益

を確保しようとしている。委託労働者が低賃

金や劣悪な労働条件で働かされるだけでなく，

「最近では，公然と最低賃金以下で働かされる

事例もあらわれています。一部の自治体では，

自治体の業務をNPO法人に安い料金で委託し

て，委託労働者を『有償ボランティア』という

名目で最低賃金法や労働基準法の適用をはずし

て働かせています。」（大阪自治体労働組合総連

合「自治体の公共サービス・委託事業に，公正

な契約と労働条件を確立するために」2006. 2. 

10）。

　有償ボランティアは，安価な労働形態の一つ

として，社会的に知られ，定着してきている。

（2）有償ボランティアは底辺に位置する労働

　NPOが「有償ボランティア」を募集するの

は，ミッションに賛同する良質な人材を低賃金

で確保したいということが第一に挙げられる。

もともと非営利事業は，社会貢献事業であっ

て，企業が行うには採算のとれない社会的な事

業や公共体が行うには規模が小さい公益事業で

ある。言い換えると市場規模が小さく，人件費

ばかりかさむ，利益の薄い事業である。した

がって，ボランティアを必要とする対人サービ

ス分野での賃金体系は他の業種と比較して低く

抑えられる傾向にある。NPOの台所事情を考

えると，「人件費をきりつめたい」ということ

は無理もないことである。

　一方，NPOで継続的に働く有償ボランティ
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ア（「現場での活動者」を除く）は，皆が皆，

NPOの趣旨に全面的に賛同した結果，職場と

して当該NPOを選んだとは限らない。実質的

な失業率が10％を超える現在では，適職を得る

ことは難しい。正社員の道が絶望的であれば，

派遣労働であろうが，パート労働であろうが，

とりあえず収入を得られる道を選ぶことにな

る。そうした選択肢のなかに有償ボランティア

も入っているのではないだろうか。

　前掲の労働政策研究報告書（第４章）によると，
有償ボランティアの意識として，「参加動機は無償
ボランティアに近い」が，〈有償ボランティアの属
性〉として，「高齢者の割合が高く，中・高校卒
の割合が高い。世帯収入は他の活動形態（有給職
員，無償ボランティア）に比べて低い傾向にある。
専業主婦や無職者が多く，定年退職後の男性や専
業主婦が有償ボランティアをおこなっている可能
性が高い。有償ボランティアの活動時間は１ヶ月
あたり40時間程度で，これは無償その他のボラ
ンティアの倍，非正規職員の半分の活動時間であ
る。」また，「正規職員と非正規職員が自らのこと
を労働者だと認識していることは，ごく当たり前
のことだと思われるが，有償ボランティアもまた，

『労働者』としての意識をもつ傾向にある」とされ
ている。

　有償ボランティアは「パートタイムで働くよ

り聞こえがいい，責任の軽いボランティアで収

入になる気楽な仕事」などという安易な仕事選

択の動機の他に，年齢や学歴によって，有償ボ

ランティアとしてしか働けない人がいるという

切羽詰まった図式も浮かんでみえる。賃金や労

働条件を含め，正社員を頂点とする労働形態の

ヒエラルヒーができあがりつつあり，労働形態

としての有償ボランティアはその最下層に位置

するのではないかと考えられる。

（3）�有償ボランティアが正社員の給料を引き

下げている

　税金をつかって行う官営事業が「非効率的

で，サービスが行き届かず，コストが高くつく」

という理由から，公共事業の民営化や民間への

委託が行われてきた。民間（企業やNPO）の

方が官営よりコストパフォーマンスがよい。コ

スト軽減の第一は人件費の削減である。

　前掲の労働政策研究報告書（第２章）によれば，
「フルタイム活動しているNPOスタッフの平均年
収は，事務局長が296.3万円，正規職員が223.0万
円，一般の非正規職員が140.2万円であり，これら
は一般労働市場に比べ，かなり低い値である」と
されている。

　公共事業を受託したNPOが，有償ボラン

ティアを人件費の安い労働者として意識し，有

償ボランティアを多用することで事業経営を成

り立させているとすれば，運営主体として，事

業経営に対する甘さと責任感の欠如が垣間見え

てくる。ボランティアが支えるNPOであって

も，民間企業との競争に勝てるだけの「質」を

確保する必要がある。有償ボランティアとい

う，あるときは「ボランティア」，あるときは

「有償スタッフ」という，プロともアマともつ

かない，相反する２の顔を使いわけることは，

有償ボランティアにとってもNPOにとっても，

中途半端な仕事しかできないことになる。

　同掲書（第６章）によると，「ボランティアが有
給職員の賃金を引き下げている可能性があること
である。そもそもNPO法人の賃金水準はきわめて
低いことは，直接的には団体要因（支払い能力）
の問題であるが，それ以外の要因として有償ボラ
ンティアの存在がその水準を引き下げているので
はないかと，と想定できる」とされている。
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　企業が市場で生き残るために製品開発その他

で熾烈な競争を繰り広げていることと同様に，

NPOでも安い人件費に頼るだけではない経営

的努力が必要なのではないか。

（4）コミュニティ内部は対等であるべき関係

　有償ボランティアは法律によって保護されな

い。社会保険はもちろんのこと，労災保険の適

用もない。保護されないということは，「有償

ボランティア契約」に定めた報酬（賃金）や待

遇をいつでも反故にされる可能性があるという

ことだ。場合によってはまったく賃金を払って

もらえないこともある。有償ボランティアとし

て働くことはリスクの大きい労働だといえる。

　一方，NPOが平等な構成員によるコミュニ

ティを形成しているとすれば，市場のように

働き方による待遇の差が一種の身分差を形成す

ることもないし，使用者と労働者という上下関

係もないはずである。ボランティアとして働く

か，有償スタッフとして働くかは，本人の意思

と内部の承認による。しかし，ボランティア

の中に有償と無償の二重構造を認めることは，

NPO内にヒエラルヒーを持ち込むものではな

いだろうか。それぞれの働き方は，｢仕事の内

容｣ や「労働時間」によって決せられればよい

ことで，賃金の額はそれに付随するものであ

る。その他の違いである労働形態における「身

分差」をおく意味を見つけることは難しい。

　初期の有償ボランティア団体である神戸ライ

フ･ケアー協会は，新しいコミュニティの創造

を高らかにうたい，コミュニティ内部の対等な

関係における相互扶助をめざした。

◇神戸ライフ・ケアー協会の規則
　第１章第１条「本会はボランティアグループで
あって，法人格無き任意団体である。本会は隣人

愛を根底にした，自発的な集まりであって，一切
の支配，被支配の関係はなく，対等平等な関係を
保つ，また，高齢化社会の中にあって市民が相互
に助け合い，平和で安心して暮らせる社会，コミュ
ニテイー形成を目指して組織されたものである」

［田中尚  1996: 99］。

　NPOがコミュニティを形成し，内部での相

互扶助は当然のことであるとの認識が徹底して

いれば，台所事情が苦しいとはいえ，人件費削

減のために安易に有償ボランティアを重宝せず

とも，苦しみを共有すべきである。NPO自身

が「安価な労働力と不安定で階層的な身分」を

容認することこそが問題である。NPOであっ

ても，業務が拡大すれば商業主義に近づき，組

織が拡大すれば官僚主義化の傾向が強まる。し

かし，コミュニティであることを考えれば，「有

償ボランティア」という労働形態を容認するこ

との不自然さにNPO自身が気づくはずである。

（5）「有償ボランティア」は遺物

　NPO法制定・公益法人改革により，日本は

アメリカ型の営利・非営利を基準とする「ボラ

ンティア概念」を採用し，公益概念を大きく改

めた。

　改革前の公益法人は国家の強い干渉を受ける

もので，そこでの活動は公益事業として事実

上，国家の主催する事業であった。公益法人は

当然のことに有給の職員で運営され，運営主体

のなかにボランティアの入る余地はなかった。

公益法人の主催する行事に，動員された場合は

当然のこと，募集に応じて自発的に参加した場

合でも，ボランティアは命ぜられるままに下働

きをすることであった。したがって，そこでの

ボランティア活動は ｢慈善・奉仕」活動であ

り，それが無償であることは疑う余地のないこ
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とだった。

　NPO法の制定によって，従来の「ボランティ

ア」概念は非営利活動概念に包含され，自発的

な意思をもって結集した市民団体による有償・

無償を問わない「社会貢献活動」と定義される

ようになった。非営利とは，利益を再配分しな

いということであって利益をあげてはいけない

ということではない。公（国家）や私（企業）

では行き届かない共助の活動であれば収益をあ

げることは一向に構わない。むしろ，事業収益

をあげることができればNPOの自律性を確保

する重要な手段となる。

　すでに見てきたように，有償ボランティア

はNPO法制定以前のボランティア概念の中か

ら生まれてきたものである。コミュニティ内部

での家事労働時間を地域通貨に換算した相互扶

助団体は，結果として，自分たちの行為が「有

償ボランティア行為」に該当することになると

は意識せず，労働者としての認識は希薄だっ

た。また，有償ボランティアは，福祉国家を標

榜しても行き届かない国家の介護政策上，不足

部分をボランティア振興策によって補おうとし

たが，無償のボランティアとして戦力になる人

を集めることは至難の業で，パートタイマー並

みの金額を支払うことによって解消しようとし

た，苦肉の策であった。有償部分はボランティ

ア活動参加への強いインセンティブとなり，実

際上はパートタイマーと変わらない労働であっ

たが，初期の有償ボランティアの意識は，明ら

かに有償部分（＝仕事）よりは，ボランティア

に重点がおかれていた。

　現在の収益事業をともなうNPO法人では，

無償ボランティアの他に組織運営に必要な（各

法律に基づく）有償スタッフが活動している。

非営利活動概念の採用によって，従来の事業を

伴わない「慈善・奉仕型」のボランティア活動

団体がもっていた「ボランティア活動は無償で

ある」とする固い壁は取り払われた。非営利活

動に関与する全員に有償概念は包含されたの

だ。有償か無償かという２項対立概念が重要視

されるのは市場およびそれを規制する法概念で

あって，非営利活動概念のなかでは共存，混在

あるいは融和している。したがって，敢えて有

償を強調する「有償ボランティア」という名称

および形態を採用する必要がなくなった。単純

に，有償スタッフ，ボランティアに分類し，本

人の意思と労働形態を勘案し，内部の承認を経

て，金銭の額を決めればいい。「偽装ボランティ

ア」を誘発し，低賃金労働者の別称となる「有

償ボランティア」概念をもち続けることは無意

味ではないか。

５－２　「有償部分」をどう考えるか

　有償ボランティアというジャンルをなくした

場合，従来の有償部分の扱いをどうするか。

　流山事件判決以前は，最低賃金を基準として

労働者とボランティアを分別することが一般的

であった。しかし，最低賃金を超えないように

金額を操作することは「偽装ボランティア」と

なる。大きなNPOが「偽装ボランティア」を

重宝することは許しがたい。しかし，ぎりぎり

のところで持ちこたえている小規模なNPOの

有償ボランティアの有償部分は労働の対価とい

うより，経費の延長といえなくない。有償ボラ

ンティアの「有償」部分の扱いをどうするかが，

解決の鍵となる。方法としては，以下の二つが

考えられる。一つは「分配」の一部解除であり，

もう一つは時間および仕事を単位とする「地域
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も一策ではないかと考える。

（2）相互扶助と地域通貨による

　収益の低いNPOでは，有償ボランティアの

有償部分は明らかに収支調整の機能を果たして

いる。実際，小さな美術館を運営するNPOで

は，１日の収入が1,000円に満たない日もあり，

寄付やイベントの収入に依存しているので，年

間の収支見通しが不鮮明である。したがって，

受付や案内係は日給1,000円で務めている。こ

の場合の有償部分は労働の対価というよりは経

費に近い。

　有償ボランティア誕生の原点に帰って考えて

みると，有償ボランティアのシステムはコミュ

ニティ内の相互扶助と時間を単位としたコミュ

ニティ発行のチケット（＝地域通貨）であった。

上述のような事例を考えるとき，ボランティア

への支払いを地域通貨とし，国の通貨との交換

レートを期末に決定する変動制をとれば，有償

部分について，多少とも労働に見合う対価に近

づく金額を受け取ることができるようになるか

もしれない。またNPOのネットワークによっ

て，地域通貨をネットワーク内で流通可能にす

れば，さらに使い勝手のよいものになる。（た

だし，使用期限を１年とか２年とかの短期に設

定する。）たとえば，Aさんが，（郷土出身の有

名作家の記念館の運営を町から受託している）

NPOで働いて，年間30,000円に相当するチケッ

ト（＝地域通貨）を受け取ったとする。Aさん

はその地域通貨をつかって，四国の有機栽培を

手掛けるNPOの「無農薬みかん」を買い，残

りは郷土史研究NPOが主催する小旅行に行く。

ネットワーク内では流通と購買が増えるので，

NPOの経営は安定する。行政もこのシステム

に参加してもらって，国民健康保険料や介護保

通貨」の採用である。

（1）貨幣的残余の分配禁止の一部解除

　そもそも，NPOの理念は非営利である。非

営利といっても「貨幣的残余の分配禁止」とい

う理論であって，NPOが収益をあげてはいけ

ないということではなく，運営経費を差し引い

た利益を内部で分配してはいけないということ

である。したがって，ボランティアに対する交

通費やお弁当代などの経費は一向に構わない

し，運営費のなかには有償スタッフの給料も含

まれる。

　問題は，NPO法人で剰余金が残り，それが

ミッション達成にどうかかわるのか，使途計画

が曖昧な場合である。NPOというコミュニティ

では誰もが平等であって，それが市民社会の力

になっている。寄付行為も剰余も共に分かち合

うべきである。現在は，剰余金の内部分配は禁

じられているが，剰余金が出るなら，企業の福

利厚生のような，コミュニティを形成する誰も

が利用できる形のなんらかの還元があってもい

い。また，一部は配当金としてボランティアに

還元してもいいのではないか（20）。

　ボランティアが労働した時間を単位として，

あるいは完成した仕事について，ポイント制を

採用して，ポイントに応じて配当を出すことが

できれば，現行法の労働者概念の範囲内での思

考からコミュニティ内部での相互扶助の問題，

言い換えると市民セクターの概念に切り替わ

る。

　そうなれば，無償のボランティアとして働く

人にも交通費その他の実費以外に，決算期にい

くらかの金額を分配することができる。イギリ

スのCIC（21）の例にみるように事業を伴うNPO

の場合には内部分配の原則を一部，はずすこと



43有償ボランティアの提起する問題に関する考察

されており，それが市民社会の自律性につなが

る，と考えるからである。

６．むすびにかえて

　化石燃料の枯渇，人口増加などを原因とし

て，近代が追い続けてきた経済的繁栄はもはや

従前通り謳歌することが難しい。限られた資源

のなかで自然と歩調を合わせ，人々は連帯して

生きていくことを余儀なくされている。ボラン

タリーな共助活動に多くの人が参加し，共助の

輪を広げる社会を作り出さなければならない。

そのためには市民セクターの中核をなす非営利

活動のなかに，「有償ボランティア」のような

格差社会につながる概念を残しておくべきでは

ない。

　企業経営は激しい競争にさらされ，労働者

もまた厳しい環境で働くことを強いられてい

る。仕事に喜びを見出すことは難しい。それ

に反し，自発的に参加する非営利活動は活動そ

のもののなかに喜びを見出すことができる。非

営利活動は古代ギリシャのプラクシスに通ずる

ものであって，その喜びは近代の労働の中で失

われていたものである。NPOが「有償ボラン

ティア概念」を捨て去ることで，NPO内部で

の仕事に対する役割分担と責任の所在が明確に

なり，それが事業の活発化につながり，それば

かりでなく，労働者に対する給与待遇も改善さ

れ，さらに業界全体での給与水準の引き上げに

もつながる可能性が大きい。

　NPOのネットワーク化によるチケットまた

はポイント制を利用した地域通貨の流通促進が

NPO活動を助長するものとなるだろう。

〔投稿受理日2012. 5. 26 ／掲載決定日2012. 6. 21〕

険料の支払いにあてることができれば，納付者

にとっては現金支出がセーブできるし，自治体

も未収を防ぐことができるから，一石二鳥であ

る。稲毛市の「介護支援ボランティア制度」（22）

のような既存の制度とドッキングしてネット

ワークを組むことができれば理想的である。有

償ボランティア問題は原点に帰ることで解決可

能であると考える。

５－３　有償ボランティアの法制化は限界あり

　労働法学者のなかには，「有償ボランティア」

に法的地位を与え，有償労働の一形態として労

働者保護を図ろうとする方向で考えるむきもあ

る。しかし，「有償ボランティア」で問題とな

るのは「偽装ボランティア」に近い働き方で

あって，本人が無償ボランティア意識で働いて

いるなら，どんなに過酷なボランティア行為で

あろうと金額の多寡は問題とならない。行為者

の意思を無視して，有償ボランティアを一括り

にすると，かえって偽装ボランティア労働を是

認する方向に向かってしまう。また，労働者保

護政策は「強い雇用主」と「弱い労働者」とい

う図式から労働契約は対等な契約となりえない

という前提にたっている。NPOコミュニティ

内の契約は原則的には平等理念に支えられてい

る。したがって，有償労働として一つのジャン

ルを形成し，法制化することは限界がある。

　ボランティア行為はなによりも本人の自由な

意思を重要視するものであるから，労働を規律

し労働者保護を画一的にはかることを目的とす

る国家による法制度に，有償ボランティア問題

の解決のすべてを委ねることはできない。市民

セクターの中核たるNPO活動を支えるボラン

ティアの自発性は，基本的には無償性に裏打ち
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退けられた。（宮守・竹川  2001: 30-31）。
⑾　短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
⑿　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律
⒀　厚生労働省の「NPO法人における雇用・ボラン

ティアの現状」による。
⒁　厚生労働省の「NPO法人における雇用・ボラン

ティアの現状」によると，NPO法人の有給職員で，
月給制該当者の平均月給額は15.8万円であり，雇
用形態別にみると，正規職員の平均月給は16.9万
円，非正規職員は7.8万円である。一方，人事院に
よる2006年度の「職種別民間給与実態調査の結果」
によれば，20歳から24歳の大卒事務係員の給与は
206,752円であり，20歳の高卒事務係員は162,814円
である。

⒂　例として，安曇野市や松本市の学校現場での外
国人児童に対する日本語指導ボランティアがあげ
られる。募集はNPOを通して行われる。有償ボラ
ンティア契約を交わすことはないが，報酬は市か
ら直接支給される。

⒃　厚生労働省労働基準局は2004. 8. 27付け（基発第
0827001号）「訪問介護労働者の法定労働条件の確
保について」と題する通達をもって，「介護保険法
に基づく訪問介護の業務に従事する訪問介護員等
については，一般的には使用者の指揮監督下にあ
ること等から，労働基準法第９条の労働者に該当
するものと考えられます」としている。

⒄　東京高裁平成16. 11. 17  法人税更正処分取消請求
控訴事件（原審千葉地裁平成16. 4. 2 判決）

⒅　時間預託については，「ふれあい切符」が発行さ
れても，いつ行使するか，行使するかしないか個々
人によって異なり，行使しないことも多いから。

⒆　税法は「金銭の移動があれば，それが「賭博」
や不法就労によって得た対価など不法な金銭の移
動であっても，すべて課税の対象になる」という
基本的な姿勢がある。

⒇　生協などの協同組合とNPOは限りなく近づく概
念となり，実態にも近づくのではないか。

�　Community Interest Companyの略　社会的企業を
法的に位置づける法律 

�　介護支援ボランティア制度とは
　　東京都稲毛市では「全国初！介護支援ボラン

ティアでポイントゲット」として，2007年から「介
護支援ボランティア制度」を実施。この制度の目

注
⑴　「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の就業条件の整備等に関する法律」，2012年に
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び編労働者
の保護等に関する法律」に改名された。

⑵　労働者派遣とは雇用形態の一つで，事業主（派
遣元）が自分の雇用する労働者（派遣労働者）を
他の事業主（派遣先）に派遣して派遣先の指揮命
令を受けて派遣先のために労働させることをいい，
賃金の流れは，派遣元は派遣労働者に賃金を支払
い，派遣労働者は派遣先の指揮命令を受け労務を
提供し，派遣先は派遣元に派遣費用を支払う。

⑶　厚生労働省「非正規労働者雇用対策」による
⑷　特定非営利活動促進法
⑸　厚生労働省の「NPO法人における雇用・ボラ

ンティアの現状」による。2004年の調査に基づく
NPO法人の労働者は，有給職員は約717,000人，ボ
ランティアは1,719,000人であり，その中，有８償
ボランティアは約49,000人である。

⑹　「本推計は2004年のデータを用いたが，団体あた
りの平均人数に変化がないと仮定すると，2009年
時点では，この２倍以上の規模になっている可能
性がある」とされている。

⑺　請負は当事者の一方（請負人）が相手方に対し
て仕事の完成を約し，他方（注文者）がこの仕事
の完成に対する報酬を支払うことを約することに
よって成立する（民法632条以下）。

⑻　民法の定める13種の典型契約のうち「委任」は
法律行為をなすことを他人に委託し，承諾するこ
とによって成立する（民法643条以下）。

⑼　日本民法では善意のボランティア行為を「事務
管理」として第697条から第702条までに規定して
いる。他人のために頼まれもしないのに（契約以
外の発生原因）好意で行なうボランティア行為も
行為に着手した以上，依頼されたと同様の責任を
もってあたらなければいけないが，その費用は償
還してもらえるとして，ボランタリー行為者の権
利義務を定めている。

⑽　アメリカ契約法では，ボランタリーな行為は法
律によって保護されない。「病気の若者を看病し，
死ぬまで庇護と慰めを与え，善きサマリア人の役
を演じた原告がその出費について，若者の父親
に対して請求したMille v. Wymanのケース（Mass. 
1825）」では，法的約因がないとして原告の請求は
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Arendt, H. 1958, The Human Condition, Chicago: 
University of Chicago, （＝1994，志水速雄訳『人間
の条件』筑摩書房．）

Putnam, Robert, D. 2000, Bowling Alone The Collapse and 
Revival of American Community, （＝2006，柴内康文訳

『孤独なボーリング ― 米国コミュニティの崩壊と
再生』柏書房．）

Gideens, A., 2008, Sociology 5 th Edition, Cambridge: Polly 
Press.

的は，「高齢者が介護支援ボランティア活動を通じ
て地域貢献することで，参加者自身の生きがいづ
くりや，老化の予防に繋げ，いきいきとした地域
社会をつくること」で，具体的には65歳以上の高
齢者が社協に登録し，介護保険対象施設や稲毛市
が委託する地域支援事業においてレクリエーショ
ン等の指導やお茶だしや食堂内の配膳・下膳など
の補助行為を行った場合，１回約１時間につき１
スタンプを捺印してもらい，スタンプが溜まった
ら社協に提示して評価ポイントに変えてもらい，
高齢者福祉課にポイント交換を申し出る。当初，
市は介護保険料の減免をはかるための制度とした
が，国からの忠告で，現在は現金をボランティア
の口座に振り込んでいる。国は「ポイント制度」
という一種の地域通貨を採用することで，実質的
に保険料の減免を容認している。

　　この制度は，東京都の千代田区，足立区，豊島
区，神奈川県相模原市などでも実施されている。
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